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外国人住民に対す

る手続き案内の 

一体的な運用に 

ついて 

（法務省・総務省 

 提供資料） 



外国人住民が国内で住所を変更した際には、住基法の届出義務と入管法の届出義務が生じることとなる。

○転入届・転居届

・根拠

改正住民基本台帳法第２２条

同法第２３条

同法第３０条の４６

同法第３０条の４７

・違反した場合の罰則

行政罰（５万円以下の過料）

○住居地の届出

・根拠

改正入管法第１９条の７～９

改正入管特例法第１０条

・違反した場合の罰則等

刑事罰（２０万円以下の罰金（虚偽
届出の場合は、１年以下の懲役又
は２０万円以下の罰金）

在留資格の取消し（中長期在留者
のみ）（９０日以内に届出をしない場
合、取消し対象となり得る）

（法定受託事務）

市区町村
（住民行政窓口）

外国人住民に対する手続案内の一体的な運用

（自治事務）

届出人住所
氏名

□ 転入 □ 転居

転入・転居届

年 月 日

・
・

仮に片方のみしか
行われない場合…

両手続きが同時に行われるよう、市区町村役場において住所変更の案内（ホームページや電話等での案内）をす

る際には、必要な書類や手続について、両制度を分けることなく一括して案内することを徹底する必要が
あるのではないか。

外国人住民の手続負担
必要な行政サービスが受けられない恐れ
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外国人住民に対する手続案内の一体的な運用（イメージ）（国内転入届・住居地届出の事例）

○○市外から引越ししてきたとき（転入届・外国人の住居地届出）

▲届出期間

引越ししてきた日から14日以内

▲対象となる方

○○市以外の市区町村から○○市に引越ししてきた方

▲届出する人

・原則として本人

・代理人に委任することもできます。（委任状が必要です）

▲届出方法

窓口にそなえつけてあります「住民異動届」に記入のうえ、次に掲げる「届出に必要なもの」とと

もにお出しください。

▲届出に必要なもの

・前住所地の市区町村の役所が発行した転出証明書

・届出人の本人確認ができる書類

（有効期限内の運転免許証・旅券（パスポート）または住民基本台帳カード等）

・国民健康保険証（既に国民健康保険に加入している世帯に入る方）

★中長期在留者又は特別永住者の方については、入管法又は入管特例法上の届出も必要であり、
同届出を行うためには在留カード又は特別永住者証明書が必要となりますので、在留カード又
は特別永住者証明書も持参してください（本人又は世帯員が外国人住民である場合、世帯に属
する外国人全員の在留カード又は特別永住者証明書が必要となります。）。

その際、在留カード又は特別永住者証明書によって本人確認ができますので、上記の「届出人
の本人確認ができる書類」を別途持参していただく必要はありません。

在留カード又は特別永住者証明書を持参いただけないと、窓口に２度訪れていただかなければ
ならなくなるため、ご注意ください。

必要な書類や手続に

ついて両制度を分け

ることなく一括して案

内することを徹底する

ことにより、書類忘れ

による外国人住民の

手続負担増を回避す

ることができるのでは

ないか。

○○市のホームページにおける案内（日本語ページ）

（例）
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